
【重点事業】事業担当課一覧

事業
番号

事業 重点項目
基本
目標

プラン記
載ページ

担当課① 担当課② 担当課③

(1)教育・保育の見込量と
確保方策
（全体）

Ⅱ P50、51 幼児保育課 - -

(2)①教育・保育の見込量
と確保方策
（北部エリア）

Ⅱ P52 幼児保育課 - -

(2)②教育・保育の見込量
と確保方策
（中央部エリア）

Ⅱ P53 幼児保育課 - -

(2)③教育・保育の見込量
と確保方策
（南部エリア）

Ⅱ P54 幼児保育課 - -

①利用者支援事業 Ⅰ P55 こども政策課 幼児保育課
こども未来セン

ター

②地域子育て支援拠点
事業

Ⅰ P55 こども政策課 - -

③一時預かり事業
（幼稚園型、幼稚園型イ
以外）

Ⅰ P56 幼児保育課 こども政策課 -

④病児保育事業 Ⅰ P57 幼児保育課 - -

⑤子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）

Ⅰ P57 こども政策課 - -

⑥子育て短期支援事業 Ⅰ P58
こども未来セン

ター
- -

⑦乳児家庭全戸訪問事業 Ⅰ P58
こども未来セン

ター
- -

⑧妊婦健康診査事業 Ⅰ P59
こども未来セン

ター
- -

⑨養育支援訪問事業及び
要保護児童等支援事業

Ⅰ P59
こども未来セン

ター
こども政策課 -

⑩時間外保育事業（延長
保育事業）

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑪実費徴収に係る補足給
付を行う事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑫多様な主体が本制度に
参入することを促進する
ための事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑬放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）

Ⅲ P61 こども育成課 - -

⑭放課後子供教室 Ⅲ P62 こども育成課 - -

①子育てのための施設等
利用給付について

Ⅱ P63 幼児保育課 - -

②茨城県との連携につい
て

Ⅱ P63 幼児保育課 - -

5
子育てのための施
設等利用給付の円
滑な実施の確保

3
教育・保育の見込
量と確保方策

4
地域子ども子育て
支援事業音見込み
量と確保方策



評価基準

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

－

遅れが生じている 50%-80%未満

※ 達成率は自動計算で表示されますが、事情により達成率以外の数値にて評価を

行う場合は、（ ）書きで評価に使用する数値を併記し、自由記述欄に達成率以外

の数字を使用した理由を入力してください。

※ 達成率が100％を超えている場合は、こども政策課の方で参考として［Ａ＋］

を併記させていただきます。

※２ 廃止・再検討の場合、自由記述欄にその理由と、今後の検討状況を可能な限

りお書きください。

大幅に遅れが生じている 50%未満

事業を廃止した、あるいは当該年度において事業を再検討した
ため実績なし等の場合。※２

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）

計画通り又は
計画に先行して進んでいる

100％以上

おおむね計画通り 80％-100％未満



評価一覧

事業
番号

事業 重点項目

１号認定 A

２号認定 A

０歳児 A

１・２歳児 A

１号認定 A

２号認定 B

０歳児 A

１・２歳児 B

１号認定 C

２号認定 A

０歳児 A

１・２歳児 A

１号認定 A

２号認定 A

０歳児 C

１・２歳児 B

A

A

A

A

在園児対象型 A

施設数 A

全体 A

うち一時預かり A

施設数 A

A

A

A

A

B

うち就学後

提供会員数

4
地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と

確保方策

①利用者支援事業
基本型・特定型

母子保健型

②地域子育て支援拠点事業
施設数

出張ひろば数

③一時預かり事業

幼稚園型

幼稚園型以外

④病児保育事業
病児対応型

施設数

⑤子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）

全体

担当課の評価

3
教育・保育の
見込量と確保

方策

(1)教育保育の見込量
（全体）

３号認定

(2)①教育保育の見込量
（北部エリア）

３号認定

(2)②教育保育の見込量
（中央部エリア）

３号認定

(2)③教育保育の見込量
（南部エリア）

３号認定



事業
番号

事業 重点項目 担当課の評価

A

A

⑦乳児家庭全戸訪問事業 B

⑧妊婦健康診査事業 A
⑨養育支援訪問事業及び
  要保護児童等支援事業 A
⑩時間外保育事業
 （延長保育事業） A

A

A

⑫多様な主体が本制度に参入するこ
とを促進するための事業

A

A

D
放課後子供教室の

イベント開催
イベント実施回数 C

学校数 B

イベント実施回数 A
①子育てのための施設等利用給付に
ついて

②茨城県との連携について

⑭放課後子供教室
放課後子供教室の
定期開催実施校

5
子育てのための施設

等利用給付の円滑な

実施の確保

4
地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と

確保方策

⑥子育て短期支援事業
確保人数

施設数

延べ回数

⑬放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

新たに開設する公設児童クラブの箇所数

新たに開設する公設児童クラブのクラブ数

新たに開設する民間児童クラブのクラブ数

⑪実費徴収に係る補足給付を
行う事業

物品購入費等

副食費



担当課：幼児保育課

１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳

２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳

３号・・・保育所（園）等　０～２歳

０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

1,511 2,381 4979 823 3,156 538 3,180

特定教育・保育施設 3,587 2,715 5342 885 2,741 884 2,805

確認を受けない幼稚園 950 420 0 0 0

特定地域型保育事業 0 0 94 375 94 382

企業主導型保育施設の地域枠 0 72 37 102 36 97

4,537 3,135 A 5414 A 1,016 3,218 1014 3,284 A A

3,026 754 435 193 62 476 104過不足（③－①） 329

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（１号について）

・確認を受けない幼稚園４施設のうち、３施設が特定教育・保育施設へ移

行しているため、確認を受けない幼稚園の実際の量が計画に対して不足と

なっている。

・公立幼稚園の定員減により、１号の実際の量が計画に対して不足となっ

ている。

※１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際

の量）が大きく上回っていることから〔③確保見込量（実際の量） / ①量

の見込み（実際の量）〕で達成率を算出し評価する。

40

94

③確保見込量（②の合計） 5,316

②

確

保

方

策

5,182

プラン

記載値
実際の量 評価

プラン記載値

３(１)　教育・保育の見込量と確保方策（全体）（プランP.50）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新
設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

令

和

６

年

度

区　分

１号認定 ２号認定 ３号認定

プラン

記載値
実際の量

実際の量 評価

①量の見込み 4,987

評価



０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

44 97 334 384 33 165 39 196

特定教育・保育施設 660 540 548 521 36 196 42 177

確認を受けない幼稚園 420 420

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

1,080 960 A 548 521 B 36 196 42 177 A B

1,036 863 214 137 3 31 3 -19

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

※１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実

際の量）が大きく上回っていることから〔③確保見込量（実際の量） /

①量の見込み（実際の量）〕で達成率を算出し評価する。

過不足（③－①）

プラン記載値 実際の量プラン

記載値
実際の量 評価

③確保見込量（②の合計

担当課：幼児保育課

３（２）①　教育・保育の見込量と確保方策（北部エリア）（プランP.52）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の
新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

令

和

６

年

度

区　分

１号認定 ２号認定 ３号認定

プラン記

載値
実際の量

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

評価



０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

1,354 2,166 4,409 4,364 759 2,880 484 2,866

特定教育・保育施設 2,441 1,695 4,328 4515 802 2,398 805 2,493

確認を受けない幼稚園 530 0 40 0

特定地域型保育事業 94 375 94 382

企業主導型保育施設の地域枠 94 72 37 102 36 97

2,971 1,695 C 4,462 4,587 A 933 2,875 935 2,972 A A

1,617 -471 53 223 174 -5 451 106過不足（③－①）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（１号について）

・令和６年４月よりアカデミア幼稚園、つくば白帆幼稚園が確認を受けな

い幼稚園から特定教育・保育施設に移行したため、確認を受けない幼稚園

の確保方策の達成率が0％となっている。

・公立幼稚園の定員減により、１号の実際の量が計画に対して不足となっ

ている。

※１号認定については〔③確保見込量（実際の量） / ①量の見込み（実際

の量）〕で達成率を算出し評価する。

プラン記載値 実際の量プラン

記載値
実際の量 評価

③確保見込量（②の合計

担当：幼児保育課

３（２）②　教育・保育の見込量と確保方策（中央部エリア）（プランP.53）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新
設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

令

和

６

年

度

区　分

１号認定 ２号認定 ３号認定

プラン

記載値
実際の量

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

評価



０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

113 118 244 231 31 111 15 118

特定教育・保育施設 486 480 306 306  47 147 37 135

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

486 480 A 306 306 A 47 147 37 135 C B

373 362 62 75 16 36 22 17過不足（③－①）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・認定こども園みのりが、満３歳児クラスを新設のため０・１・２歳

児の利用定員を減らしたため、０歳児の確保方策の達成率が79％

「C」評価となっている。

※１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量

（実際の量）が大きく上回っていることから〔③確保見込量（実際の

量） / ①量の見込み（実際の量）〕で達成率を算出し評価する。

プラン記載値 実際の量プラン

記載値
実際の量 評価

③確保見込量（②の合計）

担当：幼児保育課

３（２）③　教育・保育の見込量と確保方策（南部エリア）（プランP.54）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設
や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

令

和

６

年

度

区　分

１号認定 ２号認定 ３号認定

プラン

記載値
実際の量

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

評価



担当課：幼児保育課、こども未来センター、こども政策課

４①　利用者支援事業

令和６年度評価

①量の見込み ②確保方策 ③実際の確保量 評価

基本型・特定型 2 2 2 A

母子保健型 4 4 4 A

担当

R6年度：こども未来センター（こども家庭センター型）

　子どもやその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報
提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する
事業です。

（単位：か所）

幼児保育課・・・特定型

健康増進課・・・母子保健型

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

こども政策課・・・基本型



担当課：こども政策課

４②　地域子育て支援拠点事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

施設数 10

出張ひろば数 6

施設数 10 A

出張ひろば数 7 A

参考

施設数・・・地域子育て支援拠点数

出張ひろば数・・・

・春日交流センター（子育て総合支援センター、なないろくらぶ）

・北条保育所（子育て総合支援センター）

・市民ホールやたべ（つなぐ、すぎのこクラブ）

・つくば市民センター（花畑ひろば、こどもの森広場）

・研究学園小学校児童クラブ（子育て総合支援センター、チェリークラブ）

・茎崎交流センター（子育て総合支援センター）

・二の宮交流センター（みらいくらぶ）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う
事業です。

（単位：か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
215,146 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
72,460 ③実際の確保量

[A+]



担当課：幼児保育課、こども政策課　

４③　一時預かり事業

幼稚園型 （単位：人）

評価

在園児対象型 6,240

施設数 2

在園児対象型 14,058 A

施設数 3 A

幼稚園型以外 （単位：人）

評価

全体 47,253

うち一時預かり 44,640

施設数 31

全体 77,510 A

うち一時預かり 74,479 A

施設数 50 A

担当

「幼稚園型以外」の③実際の確保量のカウント方法

全体　　　　　　…（ア）＋（イ）＋（ウ）＝1,972（人）＋　3,031（人）＋　72,507（人）＝ 77,510（人）

うち一時預かり　…（ア）＋（ウ）＝1,972（人）＋72,507（人）＝ 74,479（人）

施設数　　　　　…（エ）＋２（子育て総合支援センターとつくば子育てサポートサービス）＝ 50（施設）

❶実際の量

（年間利用人数）
9,903

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

幼稚園型は、実施施設が増えたことにより、実際の確保量も大きく増えた。

③実際の確保量

【幼稚園型以外】
　日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、保護者が家庭での保育が困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
46,683 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
23,906 ③実際の確保量

こども政策課

　…子育て総合支援センターで実施している一時預かり事業の利用人数（ア）

　…つくば子育てサポートサービスで就学前児童を対象とした利用人数（イ）

幼児保育課　…それ以外の利用人数（ウ）及び施設数（エ）

【幼稚園型】
　１号認定者を対象とする幼稚園や認定こども園において、保護者の希望に応じて、主に教育時間後や土曜・日曜、長期休業期
間中に、幼稚園において教育活動を行う事業です。

令和６年度評価

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
4,178 ②確保方策

[A+]

[A+]



担当課：幼児保育課

４④　病児保育事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

病児対応型 2,880

施設数 4

病児対応型 5,103 A

施設数 5 A

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保
育を実施する事業です。

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）
1,764 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）
1,567 ③実際の確保量

[A+]



担当課：こども政策課

４⑤　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

令和６年度評価 （単位：人）

評価

全体 3,920

うち就学後 1,307

提供会員数 245

全体 3,486 A

うち就学後 455 A

提供会員数 235 B

参考

・就学前の子どもを持つ利用者に対する活動は全て乳幼児の一時預かりとみなして、③一時預かり事業の【幼稚園型以外】

の「全体」の項目に計上するため、本項目の実績は就学後で評価する。

・協力会員205人、利用・協力会員（自身でもサービスを利用し協力会員でもある者）30人の合算値235人を提供会員数とし

て計上した。

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

※ ③実際の確保量内の「全体」と「うち就学後」について、利用申込みに対して全員にサービスを提供できていることから

「A」評価とした。

　乳幼児や小学生等の子どもを有する子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援助を受けることを希望する者
と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

（単位：人）

区分

①量の見込み

（就学後）
1,289 ②確保方策

❶実際の量

（就学後）
455 ③実際の確保量

（455）

（3,486）



担当課：こども未来センター

４⑥　子育て短期支援事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

確保人数

（※延べ利用日数　単位：日）
153

施設数 6

確保人数

（※延べ利用日数　単位：日）
371 A

施設数 10 A

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　利用希望者およびリピーターが増えてきていることにより、乳児院・児童養護施設では空きも少なく、利用できないことが発生するため、

令和４年度より、里親とも委託契約を行っている。令和６年度には、４世帯の里親と委託契約を行い、希望に応えられるようにした結果、確

保日数が増加した。

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み

（年間利用人数）

（※延べ利用日数　単位：日）

206 ②確保方策

❶実際の量

（年間利用人数）

（※延べ利用日数　単位：日）

371 ③実際の確保量

[A+]



担当課：こども未来センター

４⑦　乳児家庭全戸訪問事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

　保健師がおおむね生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾
聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等を行う事業です。

区分

①量の見込み

（出生見込数）
2,235 ②確保方策 2,235

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

②確保方策（2,235人）に対する③実際の確保量（2,148人）としては96％、令和６年度乳児家庭全戸訪問対象者数2,152

人に対しての③実際の確保量も99.8％のため「B」評価とする。

❶実際の量

（年間利用人数）
2,148 ③実際の確保量 2,148 B

（2,152）



担当課：こども未来センター

４⑧　妊婦健康診査事業

令和６年度評価 （単位：人、回）

評価

2,267

31,738 ②確保方策 延べ回数 31,738

2,139 ③実際の確保量 延べ検診回数 24,823 A
❶実際の量

（延べ人数）

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対して、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期
間中の適時に必要に応じて医学的検査を実施する事業です。

（単位：回）

区分

①量の見込み

（延べ人数）

①量の見込み

（延べ回数）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・妊娠の経過により、妊婦全員が妊婦健康診査を14回受診するわけではないが、実際に必要な回数の健診を受診しているため「A」評価とし

た。

・①量の見込み（延べ人数）は、翌年度の⑦乳児全戸家庭訪問事業の見込み数とリンクしていることから、実人数で計上している。

・❶実際の量（延べ人数）は、妊婦健康診査の第８回目（令和６年度において、健診回数14回の中で受診者が１番多い）を計上した。

❶実際の量

（延べ回数）
24,823

（24,823）



担当課：こども未来センター、こども政策課

４⑨　養育支援訪問事業及び要保護児童等支援事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

（単位：回）

担当

【養育支援訪問事業】
　養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭
の適切な養育の実施を確保する事業です。

【要保護児童等支援事業】
　要支援児童・要保護児童等を支援するために、要保護指導対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の取組を行う事
業です。

区分

①量の見込み

（延べ訪問回数）
267

②確保方策

（延べ訪問人数）
267

こども未来センター　…❶実際の量、③実際の確保量欄

こども未来センター　…要保護児童対策地域協議会開催数欄

こども政策課　　　　…ホームスタート事業実績

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・養育支援訪問事業対象者数は変動があるため、②確保方策（267人）に対する③実際の確保量（128人）としては、48％だが、

実際の養育支援訪問事業対象者（128人）に対しては訪問で支援しているため「A」評価とした。

・養育支援訪問事業の③実際の確保量が減少している理由として考えられることは、出生数が減っていること、訪問以外の方法

（保健センターでの面談、電話、産後ケア事業など）でも支援していることから、訪問実績のみで計上している③実際の確保量

件数が減少している状況である。

問い合わせ件数：70件、説明訪問件数：53件、利用申込数：55件、

許可件数：51件、延べ訪問回数：416件

※説明訪問件数と利用申込数の差は、ホームスタートを既に利用したことがあり、

説明訪問を省略した利用者が複数人いたためであり、また利用申込数と許可件数の

差は、申込以降に本人の環境が変化（復職、転居、出産など）し、許可に至らな

かったためである。※申込に対して不許可としたわけではない。

128

ホームスタート事業実績（令和６年度） 要保護児童対策地域

協議会開催数

（令和６年度）

24

A
❶実際の量

（延べ訪問回数）
128 ③実際の確保量

（128）



担当課：幼児保育課

４⑩　時間外保育事業（延長保育事業）

令和６年度評価 （単位：人） （単位：施設）

評価

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

❶実際の量

（一日当たりの利用人数）
2,112

③実際の確保施設

数
111 A

　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育
所や認定こども園等で保育を実施する事業です。

区分

①量の見込み

（一日当たりの利用人数）
248

②確保方策

（施設数）
103



担当課：幼児保育課

４⑪　実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和６年度評価 （単位：人）

評価

15
②確保方策

（物品購入費等）

なし（見込人数に

対し100%対応）

300
②確保方策

（副食費）

なし（見込人数に

対し100%対応）

5
③実際の確保人数

（物品購入費）
5 A

41
③実際の確保人数

（副食費）
41 A

❶実際の量

（副食費）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・副食費は、未移行幼稚園の多くが、子ども子育て支援新制度に移行したため、対象者が大きく減少した。

・実際の必要量に対しては100％の供給ができているため「A」評価としている。

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して支払うべき日用品、文房具
等その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等や新制度未
移行幼稚園における服飾の提供にかかる費用の一部を補助する事業です。

区分

①量の見込み

（物品購入費等）

①量の見込み

（副食費）

❶実際の量

（物品購入費等）



担当課：幼児保育課

４⑫　多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

令和６年度評価

◆認可保育所：７施設７法人

　【内訳】社会福祉法人７：既存法人５（市内１、県内１、県外３）

　　　　　　　　　　　　　新規参入２（市内２）

◆小規模保育事業：２施設２法人

　【内訳】社会福祉法人１：既存法人１（市内１）

　　　　　一般社団法人１：新規参入１（市内１）

【用語】

新規参入：特定教育・保育施設等の運営実績がない法人

既存法人：特定教育・保育施設等の運営実績がある法人

市内：法人の本部や本店所在地が市内にある法人

県内：法人の本部や本店所在地が県内にある法人（つくば市以外）

県外：法人の本部や本店所在地が県外にある法人



担当課：こども育成課

４⑬　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

令和６年度評価

【量の見込み】 （単位：人） 【目標整備量】

令和元年

度実績
①見込み ❶実際の量 区分 ③確保目標 ④実際の整備量 評価

１年生 1,143 1,890 1,496

２年生 1,112 1,819 1,348

３年生 869 1,365 1,223

４年生 598 945 942

５年生 376 552 575

６年生 214 299 339

合計 4,312 6,870 5,923
※公設クラブ（みどりの南）箇所数×6＝公設クラブ数（支援単位）

104 181 169

9

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

・新設校開校（１校）に併せて公設児童クラブ（１箇所）を整備している

ことから、100％の整備ができているため「A」評価とした。

・民間児童クラブにおいては、新たに５支援単位開設したが、年度途中で

廃止になった児童クラブが２支援単位あったため３支援単位増となる。

3

児童クラブ数

（単位：か所、クラブ）

D

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の余裕教室、児童館及び児童クラブ施設を利用し
て適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る事業です。

区分

児童クラブ員数

新たに開設する公設児童

クラブの箇所数
3 1 A

新たに開設する公設児童

クラブのクラブ数※
6 6 A

新たに開設する民間児童

クラブのクラブ数

（1）

（



担当課：こども育成課

４⑭　放課後子供教室

令和６年度評価

■放課後子供教室のイベント開催

平成30年

度実績
①見込み

②実施回数

（実際の確保数）
評価

138 228 125 C

※定期開催除く

■放課後子供教室の定期開催実施校

平成30年

度実績
①見込み

②実施回数

（実際の確保数）
評価

1 5 4 B

79 440 460 A

学校数

イベント実施回数

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

　「放課後子供教室のイベント開催」について、年度当初の実施予定回数（学

校からの開催希望数）は161回であったが、学校から取止めの依頼があったこ

とにより125回の実施となったことから、前年度同様、実施予定回数に対する

実施回数での評価（78％ 「C」評価）とした。

　放課後において、学校施設等を活用してすべての児童の安全・安心な活動場所を確保し、
地域と学校が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することで、児童の
社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を養う事業です。

（単位：回）

区分

イベント実施回数

区分

（単位：校、回）

（161）



担当課：幼児保育課

①子育てのための施設等利用給付について

令和６年度評価

　子ども・子育て支援法第30条の11に基づき、新制度に移行していない幼稚園に対して施設等利用費を給付する場合
は、幼稚園における円滑な運営に支障を来す事のないように一月ごとに給付を行います。
　また、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料については、複数のサービスや施設を利用した場合にはそれぞ
れの利用料を合算し、上限額の範囲内おいて子育てのための施設等利用給付を受けることができるため、償還払いを
原則とし、過誤請求・支払い防止に努めます。また、給付の実施回数は年４回を目安とします。

　令和６年度に新制度に移行した幼稚園が多かったため、給付対象施設である未移行の幼稚園は減ったが、

給付は毎月遅滞なく円滑に進めることができた。

　預かり保育、認可外保育施設の利用児童の保護者に対して行う利用料の償還払いについては、認定情報等

から利用見込みのある児童の保護者に対して手続きの案内をし、給付についても遅滞なく円滑に進めること

ができた。



担当課：幼児保育課

令和６年度評価

②茨城県との連携について

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について、茨城県
に対し、施設等の所在等の情報提供、関係法令に基づく是正指導等の協力を要請していく等、協力・連携をしていき
ます。

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示について、茨城県と協力・連携をすることで、公平・公正な

給付事務を実施することができた。

　また、主に認可外保育施設等、施設の指導に関しては、随時茨城県と情報を共有し、場合によっては合同

で施設訪問するなど、協力・連携しながら実施することができた。


